
平成　２８年　３月　３１日

8 歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間の確保

平成22年度　～　平成26年度　(5年間) 京都市

（H22当初） (H24末) （H26末）
・整備対象路線(自転車歩行者道)における自転車利用者の通行ルールの遵守率

・整備対象路線(自転車レーン等路肩活用)の自転車通行量増加率(通勤通学時間帯)

(d-c)/c≧0.05   c：自転車通行量(H22) ，d：自転車通行量(目標年度)

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

京都市ホームページにより公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

8-A-1 道路 一般 京都市 直接 7

8-A-2 道路 一般 京都市 直接 97

合計 104

社会資本総合整備計画　事後評価書　（Ｈ２２‐Ｐ１（Ｈ２４－Ｐ８））
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

中間評価の実施時期

定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合
16.8%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

46%超 50%超

1%超 5%超

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

自転車利用者の通行ルールの周知徹底とマナーの向上を図ることにより，歩行者及び自転車利用者にとって安全で快適な通行空間を確保する。

京都市

京都市 京都市御池地区都市交通システム整備事業 自転車通行環境整備(L=5.45km) 京都市

・　自転車利用者の通行ルールの遵守率の向上

事後評価（中間評価）の実施体制

京都市で評価を実施。

・　自転車通行量増加率の向上

　　定量的指標の定義及び算定式

公表の方法

45%

-

b/a≧0.5　a：整備対象路線(自転車歩行者道)を走行する全自転車利用者数
　　　　　b：整備対象路線(自転車歩行者道)を走行する全自転車利用者のうち自転車通行帯を走行する自転車利用者数

125 百万円 104 百万円 0 百万円 21 百万円Ｃ

平成２６年度末（平成２７年度への繰越事業を含む）

京都市 京都市御池地区都市交通システム整備事業 社会実験(L=0.76km)



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

8-C-1 交通 一般 京都市 直接 19

8-C-2 交通 一般 京都市 直接 2

合計 21

番号 備考

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 ５０　％超
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・事業を計画通りに実施した結果，目標が達成された。

に差が出た要因
最終実績値 ８１％

最終目標値 ５　％超
目標値と実績値 ・事業を計画通りに実施した結果，目標が達成された。
に差が出た要因

最終実績値 １１％

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・自転車利用者の通行ルールが周知徹底され，マナーが向上することによって，歩行者の安全な通行に寄与した。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・当計画路線以外の路線についても引き続き，自転車通行環境の改善に努めていく。

自転車利用者の
通行ルールの遵
守率の向上

一体的に実施することにより期待される効果

京都市 都心細街路におけるゾーン対策 歩行者・自転車通行位置の明示 京都市

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名工種 （延長・面積等）

番号 事業者

番号

自転車通行量増
加率の向上

省略
要素となる事業名 事業内容

・御池通,烏丸通，新町通の当該区間における自転車通行環境が整備されたことにより，自転車通行ルールの遵守率が向上し，整備対象路線(自転車レーン等路肩活
用)の自転車通行量の増加がみられている。

全体事業費
（百万円）工種

市町村名
港湾・地区名

京都市 都市・地域交通戦略推進事業 自転車利用者等へのルール・マナー啓発等 京都市

事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 全体事業費

（百万円）



計画の名称
計画の期間     平成22年度～平成26年度（5年間） 京都市

 ８  歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行空間の確保
交付団体

社会資本総合整備計画　参考図　（Ｈ２２‐Ｐ１（Ｈ２４－Ｐ８））

凡      例 
      
                   

      

                

 

8-A-1 都市交通システム整備事業 
（社会実験） 

8-A-2 都市交通システム整備事業 
（自転車通行環境整備事業） 

西洞院通 

新町通 

(主)大津宇治線 

東堀川通 

烏丸通 

御池通 

蛸薬師通他（都心細街路） 

8-C-1 都心細街路におけるゾーン対策 

 

烏丸通 

8-C-2 自転車利用者等へのルール・マナーの啓発等 


